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１　市長部局の取組について

子ども政策課資料

月 日（曜） 内　容 会　場　等

25（火） 第1回　いじめのないまちづくりネットワーク会議 ときわ会館  501会議室

上旬 大宮夏まつり青少年育成巡回活動 大宮駅周辺

20（日） 岩槻まつり青少年育成巡回活動 岩槻人形博物館周辺

24（木） いじめ防止シンポジウム RaiBoC Hall　大ホール

各地区で啓発品配布等

16（木） 第2回　いじめのないまちづくりネットワーク会議 ときわ会館  501会議室

19（日） レッツジョイン・クリーン活動 西区、北区、大宮区、見沼区

10（日） 十日市青少年育成巡回活動 武蔵一宮氷川神社参道周辺

12（火） 十二日まち青少年育成巡回活動 調神社周辺

17（日） 青少年の主張大会 産業文化センター　ホール

下旬 年末青少年育成巡回活動 各地区で実施

1 8（月） 二十歳の集い さいたまスーパーアリーナ

2 24（土） 第22回青少年育成推進大会 産業文化センター　ホール　

青少年健全育成事業の取組（令和5年7月～令和6年3月）

夏季青少年育成巡回活動 各地区で実施

8

7

11

＜子供・若者育成支援強調月間＞

青少年健全育成非行防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

12

※その他 〇毎月第3金曜日「少年を非行から守る日」などに各地区で青少年育成巡回活動を実施
〇大宮駅周辺環境浄化パトロールの実施　第３金曜日（年間７回）
〇いじめ防止のための啓発品の作成、配布
〇児童センター、若者自立支援センター、グリーンライフ猿花キャンプ場の管理運営
〇青少年の健全育成を目的とした団体への補助
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さいたま市いじめ問題再調査委員会条例の制定について 

 

１ 趣旨 

いじめ防止対策推進法（以下「法」という。）第３０条第２項の規定に基づき、法第２

８条第１項の規定による市教育委員会又は学校の調査の結果について市長による調査等を

行うため、附属機関を設置するもの。 

 

２ 条例案の概要 

⑴ 設置 

法第３０条第２項の規定に基づき、法第２８条第１項の規定による調査の結果につ

いて市長による調査等を行うため、さいたま市いじめ問題再調査委員会を設置するこ

ととするもの。 

⑵ 所掌事務 

委員会は、市長の諮問に応じ、法第３０条第２項の規定による市長の調査の必要性

及び法第２８条第１項の規定による調査の結果について調査審議することとするも

の。 

⑶ 組織 

  ア 委員会は、委員５人以内をもって組織することとするもの。 

  イ 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委

嘱することとするもの。 

⑷ 任期 

委員の任期は、その者の委嘱に係る⑵の事項に係る調査審議を終える日までの間とす

るもの。 

（施行期日） 公布の日 

 

 ＜参考＞ いじめ防止対策推進法の規定による調査 

①  法第２８条第１項の規定による調査 

      いじめにより、当該学校に在籍する児童等の生命、心身若しくは財産に重大

な被害が生じた疑いがあると認めるとき又は当該児童等が相当の期間学校を欠

席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときに、その事態（以下

「重大事態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防

止に資するため、市教育委員会又は学校が行う調査。 

②  法第３０条第２項の規定による調査 

      市教育委員会から重大事態が発生した旨の報告を受けた市長が、当該報告に

係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要

があると認めるときに、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第２８

条第１項の規定による調査の結果について行う調査 
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児童いじめ相談受付件数（児童相談所） 

○令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで                                

（件） 

  ※「その他」の 4 件では、先方から切電の 3 件をカウント。 

 

  （件） 

 

※「不明」は無言電話１件をカウント。 

令和５年度・上半期【４～９月】 児童いじめ相談受付件数（児童相談所） 

○令和５年４月１日から９月３０日まで                              （件） 

※「その他」の１件では、学校に連絡し校長に情報提供を行った。 

  （件） 

相談者別件数 

小学生 中学生 高校生 保護者 その他 不明 

６ １ ０ １０ ０ ２ 

※「不明」は無言電話２件をカウント。 

 

【児童相談所によるいじめ電話相談】   

・平 日 ９：００ ～ １８：００   

 ・電 話 ０４８－７６２－７９２６（児童相談所内）  
 

総件

数 

相談内容 いじめ相談の対応 

いじめ 虐待 
一般 

相談 
他市 

無言・ 

いたず

ら 

教育相

談室を

紹介 

児 童 相

談 所 を

紹介 

他機関

を紹介 
助言 

 

その他 

25 15 ０ 9 0 １ 0 0 0 11 4 

相談者別件数 

小学生 中学生 高校生 保護者 その他 不明 

7 0 1 15 0 2 

総件

数 

 相談内容 いじめ相談の対応 

いじめ 虐待 一般相談 

   

他市 
無言・   

いたずら 

教育相

談室を

紹介 

他機関

を紹介 
助言 その他 

１９ １３ ０ ４ ０ ２ １ １ １０ １ 
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さいたま市におけるいじめの現状 
 

１ 令和２年度からのいじめの認知件数の推移 上段:件 下段:1000 人当たりの認知件数（件） 

（公立小・中・中等教育・高等学校・特別支援学校）  

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

さいたま市 
１０９０ １３５０ １７２０ 

１０.６ １３.１ １６.５ 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ いじめの認知件数          上段：件数 下段：1000 人当たりの認知件数（件） 

※さいたま市の数値は独自調査による。 

 小学校（公立） 中・中等教育（公立） 高等学校（公立） 特別支援学校（公立） 

さいたま市 
１２０２ ５１４ ４ ０ 

１７．５ １６．０ １．３ ― 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

教育委員会事務局 

指導 2課 資料１ 
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令
和
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度
 
い
じ
め
撲
滅
に
向
け
た
子
ど
も
た
ち
が
主
体
と
な
っ
た

取
組
に
つ
い
て
 

 １
 
平
成
２

６
年
度
か

ら
令
和
５

年
度
（
１

０
年
間
）

の
『「

さ
い

た
ま
市
子

ど
も
会
議
」
・「

い
じ

め
防
止
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
』
に
つ

い
て
 

 

    

  
 

 
 
 
 

   ２
 
来
年
度

か
ら
の
『

さ
い
た
ま

市
ス
ト
ッ

プ
い
じ
め

子
ど
も
サ

ミ
ッ
ト
』

に
つ
い
て

（
案
）

 

日
時

：令
和

６
年

８
月

２
日

（金
） 

午
後

 

会
場
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宮

国
際

中
等

教
育

学
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体

育
館
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リ

ー
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・
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各
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代
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児

童
生
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２
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３

３
６

名
 

学
校

関
係

者
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護
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市
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団
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団
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等

 

①
 
参
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児
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撲
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け
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②
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が
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ス
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ど

も
サ

ミ
ッ

ト
（
仮

）
 

「
さ
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議
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R
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形

式
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総合教育相談室資料 

 

いじめ相談件数（相談先別）の推移について 

（件） 

 
平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

教育相談室 

（相談延べ件数） 
１６８ ９７ ９９ １９８ １４０ 

２４時間子どもＳＯＳ窓口 

（入電件数） 
１４４ １７０ ８８ １１８ ９１ 

Ｓ Ｎ Ｓ を 活 用 し た 相 談 窓 口 

（相談対応延べ件数） 
１５ ３２ ２１ １１ ３ 

ＳＣ 

相談延べ件数 
１，３９９ １，０１４ ７７１ ７５９ ５６６ 

ＳＳＷ 

相談延べ件数 
３４０ １７８ １１０ ２４１ １１８ 

さわやか相談員 

相談延べ件数 
４，４０９ ３，０３６ １，３４４ ２，０８６ ２，００１ 

合 計 ６，４７５ ４，５２７ ２，４３３ ３，４１３ ２，９１９ 

 

○教育相談室（北・堀崎・あいぱれっと・岸町・美園・岩槻） 

 ・学校生活、本人の性格や行動などについての幅広い相談を行う。 

○２４時間子ども SOS 窓口 

 ・夜間休日を含めて、２４時間フリーダイヤルで電話相談を行う。 

○ＳＮＳを活用した相談窓口 

 ・令和５年４月２１日から令和６年３月１０日まで（毎月 1 日～１０日、4、８、１２月特定期間は毎日実施。） 

 ・対象は市立中・高等・中等教育学校の生徒。 

○スクールカウンセラー 

 ・全ての市立小・中・高等・中等教育学校に配置 

○スクールソーシャルワーカー 

 ・全ての市立小学校に配置。要請に応じて、市立中・高等・中等教育・特別支援学校へ派遣。 

○さわやか相談員 

 ・全ての市立中・中等教育学校に配置。要請に応じて、小学校へ派遣。 
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総合教育相談室資料 

「不登校等児童生徒支援センター（Ｇｒｏｗｔｈ）」状況報告 

                         
１ 実施状況 

（１）会場説明会人数参加人数       単位：人 

 4 月 18 日（火） 5月17日（水） 合計 

参加人数 ３６ ２２ ５８ 

 

（２）申込者数（１０月２４日現在）                 単位：人 

 小学校 中学校 合 計 

４月 ３５（１８） ７８（２７） １１３（４５） 

５月 １３（９） １８（１５） ３１（２４） 

６月 ９（８） １６（１９） ２５（２７） 

７月 ８（７） ８（４） １６（１１） 

８月 ２（１） ７（９） ９（１０） 

９月 ９（１０） ２３（２３） ３２（３３） 

１０月 １３（５） ２５（１５） ３８（２０） 

合計 ８９（５８） １７５（１１２） ２６４（１７０） 

（内訳）                             単位：人 

 
 
 
 

  ※（ ）内は、R４年度の申込者数 
 

（３）オンラインホームルーム延べ参加状況（９月３０日〆）      単位：人 

   ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８月 ９月 合 計 

小学校 ５８５ ９００ ７２３ １５２ １０３０ ３４８０ 

中学校 １２８６ １９６３ １２６４ ２１７ １５３５ ６２６５ 

合 計 １８７１ ２９５３ １９８７ ３６９ ２５６５ ９７４５ 

 

（４）オンライン授業延べ参加状況（９月３０日〆）          単位：人 

   ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８月 ９月 合 計 

小学校 １５４ ２５５ １７１ ２７ ２９７ ９０４ 

中学校 ３２８ ４７９ ２９３ ３９ ４２５ １５６４ 

合 計 ４８２ ７３４ ４６４ ６６ ７２２ ２４６８ 
 
２ 今後の予定 
 １０月３０日（月）子育て学習会 教育研究所 
 １１月１３日（月）２学期体験学習 （川越方面、平野観光農園） 
 １１月１６日（木）命をつなぐ授業 子ども家庭総合センター１階多目的ホール 
 １１月３０日（木）オフ会 生涯学習総合センター１０階多目的ホール 
 １２月１４日（木）オフ会 生涯学習総合センター１０階多目的ホール 
１２月２０日（水）２学期保護者会 オンライン 

小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 合計 

１(0) ６(３) １３(６) １４(６) １６(２２) ３９(２１) ８９(５８) 

中１ 中２ 中３ 合計 

４４(３１) ７７(４８) ５４(３３) １７５(１１２) 
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さいたま市いじめのないまちづくりネットワーク運営要綱 
 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、さいたま市いじめ防止対策推進条例第９条第７項に基づ

き、さいたま市いじめのないまちづくりネットワーク（以下「ネットワーク」

という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
（構成） 
第２条 ネットワークは、別表に掲げる関係機関等により構成する。 
（会議の公開）  
第３条 ネットワークの会議は、原則公開とする。ただし、ネットワークの決

議により非公開とすることができる。 
（会議の傍聴） 
第４条 ネットワークの会議の傍聴を希望する者は、会場で受け付けをし、係

員の指示に従い会場に入室するものとする。 
２ 傍聴の受付は先着順で行い、５人になり次第受付を終了するものとする。 
３ 傍聴者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 
⑴ ネットワークの会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により、

公然と可否を表明しないこと。 
⑵ 騒ぎ立てるなど、議事の妨害をしないこと。 
⑶ 会場において、飲食及び喫煙をしないこと。 
⑷ 会場において、委員長の許可なくネットワークの会議の模様を撮影し、 
又は録音等を行わないこと。 

⑸ その他、会場の秩序を乱し、ネットワークの会議の支障となる行為をし 
ないこと。 

４ 傍聴者が前項の規定を守らないときには、委員長は、これを制止し、その

命令に従わないときには、これを退場させることができる。 
（事務局） 

第５条 ネットワークの事務局は、子ども未来局子ども育成部子ども政策課に

置く。 
 
  附則 
 この要綱は制定の日から施行する。 

附則 

 この要綱は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

  附則 

 この要綱は、令和 3年 6月 1日から施行する。 

 附則 

 この要綱は、令和 5年 4月 1日から施行する。 
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　別　表

団体名

1 学識経験者 　国立大学法人　埼玉大学

2 関係団体 　埼玉弁護士会

3 関係団体 　さいたま市４医師会

4 関係団体 　さいたま市自治会連合会

5 関係団体 　さいたま市ＰＴＡ協議会

6 関係団体 　青少年育成さいたま市民会議

7 関係団体 　さいたま市子ども会育成連絡協議会

8 関係団体 　さいたま市民生委員児童委員協議会

9 関係団体 　ＮＰＯ法人　こころとまなびどっとこむ

10 関係団体 　公益財団法人さいたま市スポーツ協会

11 関係団体 　株式会社　国大セミナー

12 関係団体 　埼玉県公認心理師協会

13 関係団体 　埼玉中央青年会議所

14 関係団体 　さいたま商工会議所

15 関係団体 　さいたま市社会福祉事業団

16 関係団体 　さいたま市立小学校校長会

17 関係団体 　さいたま市立中学校長会

18 関係団体 　さいたま市立高等学校・中等教育学校長会

19 関係団体 　さいたま市立特別支援学校校長代表

20 関係行政 　埼玉県警察

21 関係行政 　さいたま地方法務局

22 関係行政 　さいたま人権擁護委員協議会

23 関係行政 　さいたま市こころの健康センター

24 関係行政 　さいたま市南部児童相談所

25 市職員 　副市長

26 市職員 　副教育長

いじめのないまちづくりネットワーク関係機関等一覧
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